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論　　説

　抄　録　ASEAN主要国において，日本からの特許出願件数が首位又はそれに次ぐ位置にある一方
で，権利化に長期間要すること，及び権利行使の実効性確保の困難性が顕著な知財課題として周知さ
れており，改善が待たれる状況にある。しかしながら，当該課題への現地知的財産当局等の取り組み
に関する体系的理解は，現地情報へのアクセスや言語等の障壁により容易ではなく，ともすれば企業
の知財戦略上の判断に不確実性を伴う。そこで，ASEAN主要国の中でも特に課題の重要性が高いイ
ンドネシア，マレーシア，フィリピン，タイ及びベトナム（ASEAN-5）について，特許権に係る知
的財産当局施策とその実態を捉える目的で本調査・研究を行い，企業の知財活動上の留意点につき考
察・提言を試みた。現地で緩やかにも確実に課題改善がなされている中，現地情報の企業側へのイン
プット，課題解決に向けた意見の現地知的財産当局等適所へのアウトプット双方の継続的な積み重ね
が重要と考えられる。

国 際 第 ４ 委 員 会
第 １ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

ASEAN（東南アジア諸国連合）主要国にお
いて，日本からの特許出願件数は首位又はそれ

に次ぐ位置にある。また，各国での知財環境が
徐々に改善し，特許係争が，件数は未だ僅少な
がらも漸増しつつある実情を合わせ見ると，特
許権の確保及び活用はより重要度が増すと考え
られる。
しかしながら，企業におけるASEAN諸国に
係る知財実務上，主要課題として，権利化に長
期間要すること，及び権利行使の実効性確保の
困難性（以下併せて「主要知財課題」という）
が認識されている。ASEAN知的財産権行動計
画が策定され，各国の知財施策が実行されてい
るものの，現地情報へのアクセスや言語等の障
壁により，当該施策，及び関連情報の体系的な
理解や実態の把握に困難を来し，主要知財課題
への対策検討等において，現地知財施策を参照，
考慮することが容易とはいえない。
＊  2018年度　The First Subcommittee, The Fourth 

International Affairs Committee

特許権に係るASEAN-5知的財産当局施策	
に関する調査・研究
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そこで，ASEAN主要国のうち主要知財課題
が特に顕著である５ヶ国，インドネシア，マレー
シア，フィリピン，タイ及びベトナム（以下併せ
て「ASEAN-5」という；図１）について，特
許権に焦点をあて，現地知的財産当局等（以下
「知財当局」という）の主要知財課題に係る施
策（以下「知財施策」という），及びその実態
を日本企業における知財実務の視点で把握する
目的で，本調査・研究を行った。本稿では，当
該調査・研究結果を報告すると共に，ASEAN-5

に係る企業の知財活動上の留意点を考察・提言
する。
なお，本稿は2018年度国際第４委員会第１小

委員会の，宇賀地和樹（本田技研工業；副委員
長），山田博恵（帝人ファーマ；副委員長）， 
岩田遥（キヤノン），岡﨑豊野（大阪ガス）， 
奥田直也（日本電産），徳田圭佑（スズキ）， 
満木雄多（荏原製作所），餅田義久（サカタの
タネ），湯本和宏（キョーリン製薬ホールディ
ングス），及び李香蓮（ダイキン工業）が執筆
した。

2 ．	ASEAN-5の現状

2．1　ASEAN-5の知財環境の現況

最初にASEAN-5の背景を概観するため，表
１のとおり経済指標を含む知財環境の現況につ
き確認を行った。第３章で述べる1995年発効
「ASEAN知的財産協力枠組み協定」１）に示され
るように，ASEAN知財協力の開始当初より域

表１ ASEAN-5各国における経済指標・知財関連項目等現況

ID MY PH TH VN SG JP
人口（百万人）[2017/16]2) 261.99 32.05 105.31 68.98 92.69 5.61 126.75
名目GDP（10億US$）[2017]2) 1015.41 314.50 313.42 455.38 220.41 323.90 4,872.14
1人当たり名目GDP（US$）[2017/16]2) 3875.77 9812.80 2976.31 5970.43 2171.83 57,713.34 38,439.52
実質GDP成長率（％）[2017]2) 5.07 5.90 6.67 3.90 6.81 3.62 1.71
日本からの年間輸出額（兆円）[2018年度]3) 1.74 1.54 1.24 3.56 1.81 2.58
日本からの進出企業数 [2016報告]4) 2,021 1,672 1,334 4,788 2,527 2,821
特許出願総件数 [2017]5) 9,303 7,072 3,395 7,865 5,382 10,930 318,479
日本からの特許出願件数 [2017]5)

対総件数比，順位 [2017]5)
2,407

25.9％, 1位

1,553
22.0％, 1位

715
21.1％, 2位

3,371
42.9％, 1位

1,373
25.5％, 1位

1,689
15.5％, 2位

自国の特許出願件数 [2017]5)

対総件数比，順位 [2017]5)
2,271

24.4％, 2位

1,166
16.5％, 3位

323
9.5％, 3位

979
12.4％, 3位

592
11.0％, 4位

1,609
14.7％, 3位

260,290
81.7％, 1位

特許登録総件数 [2017]5) 2,309 5,063 1,645 3,080 1,745 6,217 199,577
特許平均権利化期間 [2017/18報告]6)～8)

約4年9月 約5年 約4年8月 約11.7年 約5年11月 約2年5月 約1年2月

特許審査官数 [2018報告]9)～15) 100名 約60名 105名 94名 約90名 100名以上 1,690名

PCT加盟16) 1997年9月 2006年8月 2001年8月 2009年12月 1993年3月 1995年2月 1978年10月

PPH開始17) 2013年6月 2014年10月 2012年3月 2014年1月 2016年4月 2009年7月

USTR 監視対象 ｢スペシャル301条報告書｣[2018]18) 優先監視国 (2012年除外) (2014年除外) 監視国 監視国

EC 知財権保護/権利行使監視対象 [2018]19) 優先度2 優先度3 優先度3 優先度3 FTA下監視 FTA下監視

知財裁判所の有無 無 有 無 有 無 有 有

ID：インドネシア，MY：マレーシア，PH：フィリピン，TH：タイ，VN：ベトナム，SG：シンガポール，JP：日本

No.1 2 3 4 5 ：５ヶ国内順位 No.1 → 5

表１　ASEAN-5各国における経済指標・知財関連項目等現況

図１　ASEAN-5；	本調査・研究対象国
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内統一の知財制度制定を模索されていたが，
「ASEAN知的財産権行動計画2011 -2015」の段
階で，域内各国の発展・統合能力レベルの差，
知財へのアクセスと知財保護のバランスを考慮
して各国のペースに応じた取り組みを行うとさ
れ，域内統一ではなく，域内協力に向けたアプ
ローチへと転換されるに至っており20），表１か
らも，各国間での経済指標，知財実績・保護・
体制等の知財環境に差異，多様性が見て取れた。

2．2　ASEAN-5における主要知財課題

（一社）日本知的財産協会（以下「JIPA」と
いう）アジア戦略プロジェクト（以下「アジア
戦略PJ」という）による2017年度アジア諸国・
地域対応アンケート（JIPA正会員企業対象，
2017/7/20～8/17実施，416社回答／回答率44.3
％）の結果によると，特許権に関して認識され
ている東南アジア諸国共通の問題点として，審
査遅延，審査スキル，データベース未整備等が
挙げられている。ASEAN-5に関しては，特に
タイ，インドネシア，ベトナムで，その順に課
題を指摘する回答数が多く得られており，事業
進出先として重要な国であるとの点も反映され
ていることが窺える。
また，2018年度特許庁委託事業「ASEAN知
財動向報告会」で発表された（独行）日本貿易振
興機構（以下「JETRO」という）バンコク事
務所によるASEAN知財概況紹介では，課題と
して，「1. 権利化期間が長い，2. 権利行使の実
効性が不明」という点が明示された21）。
前述のとおり確認された主要知財課題を踏ま
え，本調査・研究では，知財施策の中でも，東
南アジアで事業展開する日本企業が抱える特許
権に係る主要課題①権利化に長期間要すること
（以下「権利化関連課題」という），及び主要課
題②権利行使の実効性確保の困難性（以下「権
利行使関連課題」という）に対して直接的に関
連すると考えられるアクションに視点を置くこ

とを前提とした。

3 ．		主要知財課題に係るASEAN知的
財産権行動計画

ASEANにおける知財協力は，1995年のWTO
（世界貿易機関）設立，TRIPS協定（知的所有
権の貿易関連の側面に関する協定）発効が契機
となり，1995年の「ASEAN知的財産協力枠組
み協定」締結により開始された22）。1996年には，
ASEAN加盟国の知財当局で構成するAWGIPC
（ASEAN知的財産協力作業部会）が設立され23），
その取り組みは，「ASEAN知的財産権行動計
画2004 -2010」，「ASEAN知的財産権行動計画
2011 -2015」を経て現在，「ASEAN知的財産権
行動計画2016 -2025」に基づき遂行されている。
なお，「ASEAN知的財産権行動計画2011 -2015」
は，前計画，AEC（ASEAN経済共同体）ブル
ープリント（2007）の知的財産関連項目の作業
計画，及びASEAN著作権作業計画に基づき策
定され20），現行の「ASEAN知的財産権行動計
画2016 -2025」は，AECブループリント2025
（2015）で戦略的措置が示された24）上で，AEC
ブループリント2025の補完として策定された
CSAP（AEC2025統合戦略行動計画）（2017）
にて具体的に策定された25）。

ASEAN全体としての方向性を踏まえ，
ASEAN-5各国の知財当局が，主要知財課題に
対してどのような施策を講じ，アクションを推
進しているかの調査を行うに際し，まず，
ASEAN知的財産権行動計画20），26），27）において，
第2. 2節に示した前提のもとで主要知財課題に
係る主なアクションプランを図２（仮訳・纏
め：執筆者）のとおり抽出した。図２に示すよ
うに，権利化関連課題に関しては，特許権に特
定したアクションプランが段階的に具体化され
てきているが，権利行使関連課題に関しては，
知的財産権の種類による区別なく，対象を知的
財産権全般（「IPR」，「IP」と表記）としてアク
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ションプランが策定されている上，その内容も
具体的な進展が見られないことが確認された。
この点からも権利行使関連課題に対する取り組
みは，権利化関連課題に対するそれよりも遅れ
を生じている状態にあることが示唆された。な
お，「ASEAN知的財産権行動計画2011 -2015」
の実施状況について，ASEAN知的財産協会
2016年年次総会（2016/3）におけるWIPO（世
界知的所有権機関）シンガポール事務所の発表
で示されたところによると，全108件のイニシア
ティブの2015年までの達成率は，AWGIPCの実
績評価に基づき，80％以上とのことであった28）。

4 ．	ASEAN-5各国の知財施策及び実績

4．1　調査方法

ASEAN-5各国の知財施策及び実績に関する
調査対象は，表２に示す知財当局（当該上位組
織等関連国家機関を含む）（以下略称表記）の
ウェブサイトで入手できた公表情報とし，情報

ソースを揃えることによりアクティビティの国
間比較を図るため，主たる参照先を各国知財当
局の年次報告書とした。調査対象年は，現行の
「ASEAN知的財産権行動計画2016 -2025」に照
らし，2015年から2017年（調査時情報入手可能
な最新年）の３年間とした。

表２　ASEAN-5各国の知財当局

4．2　各国の調査結果

ASEAN-5各国の知財当局は，表３に示すビ

図２　主要知財課題に関連するASEAN知的財産権行動計画
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ジョン及びミッション（仮訳：執筆者）を掲げ
ている（2018年時点）。そのもとでの権利化関
連課題及び権利行使関連課題に係る近年のアク
ティビティの代表的なものを表３に記したが，
以下にASEAN-5各国の知財施策及び実績を詳
述する。なお，各国の本調査結果の範囲におい
て，第３章で述べたASEAN知的財産権行動計
画に係る取り組みにつき言及された情報発信
は，特に見出されなかった。

（1）インドネシア29）～31）

DGIPの現行の戦略的計画は，BAPPENAS（国
家開発企画庁）が策定する20年間の国家長期開
発計画（2005 -2025）下で2005年から５年毎に
策定される，MLHR国家中期計画に基づき策定
され，毎年実績報告書にて当該中期における実
績報告がなされている。長期計画策定時より知
財に関し，法執行・質の高いサービスの提供の
不十分性が認識されていたが，競争力のある国
家の実現に向けた長期的視点において，経済強
化の上で科学技術向上の必要性を挙げ，知財の
促進について言及している。その点は中・短期

的に，①法規制に則った知財出願の査定数向上，
②情報技術の使用最適化，③法規制に従った知
財紛争解決，④知財サービスの満足度向上の４
点に戦略的計画として落とし込まれている。
実績報告書によると，知財出願の査定数に関
しては，特許査定数が2015年 1,936件に対し
2017年 7,929件と着実に実績を上げている。ま
た，情報技術使用最適化の観点では，電子出願
件数を指標とし，2017年においては，知財全体
で全出願件数の６割と設定された目標値超の成
果を上げ，電子化への対応が進んでいることを
示している。知財紛争解決については，法律違
反防止，解決件数が2017年に各々20件，19件と
報告され，ほぼ目標達成としているが，権利種
別での報告がなされず，特許権に係る実態は不
明である。

2016年には特許法改正が行われたが，外国出
願人にとって悩ましい改正が含まれるも，当該
改正趣旨として，自国の利益・経済的自立を図
ることや国内特許プラットフォームの構築等自
国の発展を謳うアプローチをとることが明示さ
れた。また，取り組みの実績の中には，審査官

表３　ASEAN-5各国知財当局の取り組み
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の審査能力・調査能力の向上のための研修や特
許審査ハイウェイ（以下「PPH」という）のガ
イドライン作成等が，JPO（日本国特許庁）と
の連携によりなされている旨紹介されている。

（2）マレーシア32），33）

他国との協力を中心に紹介され，その中で，
他国による審査官教育に関する記載があり，
2015年は，JPOから審査の研修を受けたことが
示されていた。また，2016年には，審査官数の
推移について記されていないものの，過去５年に
おける年間の特許登録件数が公表されており，
それによると，2012年 2,501件，2013年 2,691件，
2014年 2,762件，2015年 2,908件，2016年 3,353件
と着実に増えている。
一方で，出願書類の公開については，現状，

MyIPOのデータベースから，出願番号・登録
番号・出願日・公開日・登録日・法律状態・発
明の名称・要約などの基本情報は閲覧可能だ
が，明細書・代表図を含む図面・請求項の確認
や包袋閲覧は不可能な状態である。

MyIPOは，「強力な法律インフラと効果的な
管理体制を提供する」ことをミッションとして
掲げており，MDTCAも最高水準の知財保護制
度の運用を戦略の１つとして掲げ，知的財産権
行使を含めて注力していく旨示している。しか
しながら，MyIPOの発信においては，情報イ
ンフラの構築や知的財産権行使に関する実績に
ついて詳報されていない。

（3）フィリピン34），35）

下記①，②に代表されるように，近年の取り
組みについては注目すべき点が多い。①2016年
に商標，実用新案及び意匠の電子出願システム
を開始したことに続き，2017年には特許につい
ても電子出願システムを開始し，これにより出
願人はいつでもオンラインで特許出願をするこ
とができるようになった。更には，審査経過を

オンラインで閲覧可能とするシステムの導入も
追随させ，対出願人の通信簡便化が図られてい
る。②2017年10月にはWIPO加盟国総会におい
て，シンガポールに次ぎASEANで２番目に
ISA（国際調査機関）及びIPEA（国際予備審
査機関）として選定された。
権利化活動については，出願・登録件数の大
幅な増加にも拘らず，平均審査期間が60ヶ月
（2011）→48ヶ月（2015）→47ヶ月（2017）と改
善されている。これは，IPOPHLが審査官数を
77名（2015）→110名（2017）と増員しているこ
と，EPO（欧州特許庁），USPTO（米国特許商
標庁），JPO等との協力により，審査官教育を
積極的に行っていること，2012年２月以降，日
本をはじめ他国とのPPHプログラムを推し進め
ていることが要因として挙げられる。また，フ
ィリピンは多くの島から構成される国なので，
国内に多数のIPOPHLのサテライトオフィスを
設けて国民からのアクセスを容易にし，ITSO
（Innovation Technology Support Office）を設
立して，大学や地域コミュニティーに対し特許
関連の情報提供・支援を行っていることも報告
されている。
権利行使については，模倣品摘発等を精力的
に行い，2014年にUSTR（米国通商代表部）スペ
シャル301条監視国から除外された。IPOPHL
がエンフォースメントの活動を行う以外にも，
政府が知的財産権を尊重する教育キャンペーン
を繰り広げている。IPOPHLは，ADR（裁判外
紛争解決手続）やMediation（調停）について
も活発な活動を展開しており，2019年３月時点
で，ADR制度により仲裁サービスと調停サー
ビスを提供するアジアで唯一の知財当局であ
る。更に，知的財産権侵害に対し，IPOPHL自
らが執行力を伴う活動ができるところに特徴が
ある（司法，刑事，IPOPHLによる救済の各ル
ートが存在）。そして，IPOPHLはNCIPR（国
家知的財産権委員会），並びに他の政府機関，

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 70　No. 8　20201120

国際パートナー及びステークホルダーと協力し
て，知財保護・執行を強化し促進するための包
括的かつ協調的な取り組みを推進している。ま
た，先述のITSOは特許ライセンスや知財ビジ
ネスに関するサポートも行っており，複数機関
による諸分野での知財活動のサポート体制が整
えられつつある。

（4）タイ36）～39）

イノベーション主導の経済成長を目指す国家
政策，「タイランド4.0」に従って策定された「20
年IPロードマップ」下で，知財保護・権利行使
を含む６分野の方向性が示され，2016年より知
財制度全般の改革に向けた取り組みを推進して
いる。
海外からの要請も多い審査迅速化やバックロ
グ解消の目標においては，2016年から2018年の
３ヶ年と時期を特定した上で審査官の大幅増員
計画を発表し，特許審査官数は2015年 30名，
2016年 66名，2017年 88名と着実に増えている（図
３）。その他にも，WIPO，JPO，EPO，INPI（仏
産業財産庁）の協力を受け，定期的に新規審査
官に研修を行い，審査能力の向上を図っている。
情報インフラに関しては，公衆が利用可能な
電子システムを搭載したサービスを種々の態様
で構築することに取り組んでいると述べてい
る。IP関連サービスの利便性向上のため，最新
技術を用いたIPシステムインフラの開発をはじ
めとして，電子出願，イメージ検索，OCR，デ
ータクレンジング，電子決済や支払ゲートウェ
イの構築を手掛けると共に，DIPのウェブサイ
トに専用サイトを設け，正確かつアップトゥデ
イトな情報を提供すべく，データベースの改善
を進めてきている。
特許登録件数（出願人は国内・国外の両方を
含む）は，2015年 1,364件，2016年 1,838件から，
2017年には一気に２倍近い3,080件となった（図
３）。

マレーシアと並び，知財専門の裁判所として 
CIPITC（中央知的財産・国際取引裁判所）が
設置されている。

図３　タイ	近年の審査官数及び特許登録件数

（5）ベトナム40）～42）

特許と実用新案の出願件数はこの10年間増加
傾向にあり，2013年から2017年までの出願件数
の平均増加率は年6.5％，審査が完了した件数
の平均増加率は11.2％である。このことから，
国内外を問わず，ベトナムにおける知財の重要
性が高まっており，IP Viet Namによる案件の
処理能力も向上していることがわかる。

IP Viet Namは，IT技術を用いての審査業務
改善や電子出願システムの導入などに重点的に
取り組んでいる。2017年初めには，産業財産権
の登録がオンラインで行えるようになり，更に，
出願人は，全てのオフィスアクションがアップ
ロードされる専用のデータベースにアクセス可
能となった。また，特許と実用新案の情報は「IP 
Lib」において毎月更新されていて，登録特許
と実用新案の明細書は全て電子化され「Digi 
Pat」にアップされている。
日本との関係については，2019年４月から３
年間，PPHの年間の申請数上限を100件から200
件に倍増すること，2012年７月以降，JPOがベ
トナムでのPCT出願における国際調査と国際予
備審査を統括していること，IP Viet Namの職
員の研修を支援していること等から，良好な関
係を築いていることが窺える。また，2017年３
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月に終了した（独行）国際協力機構（以下「JICA」
という）との「知的財産権の保護及び執行強化
プロジェクト」で構築した情報共有システムは，
税関などの権利行使機関の協力も得て順調に運
用されている。

2018年１月には特許法第４版が施行された。
実務上重要な改訂として，実体審査に係るオフ
ィスアクションの応答期間，及び登録料の納付
期間が，それぞれ３ヶ月に延長されている。
権利行使上の特色としては，VIPRI（ベトナ
ム知的財産研究所）による鑑定が挙げられる。
VIPRIは，IP Viet Nam以外で知的財産権侵害
に関する専門的意見を提供できる唯一の機関で
ある。

5 ．	知財施策進展状況の実態

5．1　調査方法

次に，第4. 2節で述べたASEAN-5各国の知財
施策及び実績に関する調査において挙がった疑
問点等に対する理解を深めるために，専門家へ
の書面ヒアリングを行い，JETRO本部（東京）
（2018/8；ASEAN-5全般），JETROバンコク事
務所 知的財産部長 加藤範久氏（2018/12；タイ
及びベトナム）及びJETROシンガポール事務
所 知的財産部長 新留豊氏（2018/12；マレーシ
ア及びフィリピン），並びにJICA専門家・チーフ
アドバイザー 杉山卓也氏（2019/3；インドネシ
ア）にご協力いただいた。また，第4. 2節で得た
各国知財当局（当該上位組織等関連国家機関を
含む）が公表する施策，及び実績に対し，当該
当局の主観的発信と日本企業のユーザー視点に
基づく客観的認識との乖離を把握しておく必要
があると考え，ASEAN知財に精通した専門家・
企業実務家に対する対面ヒアリングにより，知財
施策の進展状況等の実態について調査を行った
（2019/1～3）。専門家ヒアリングでは，黒瀬雅志
弁理士（黒瀬IPマネジメント），清水亘弁護士（ア

ンダーソン・毛利・友常法律事務所 名古屋オフ
ィス代表），森山正浩弁理士，横川聡子弁理士，
及び稲村将吾弁護士（以上，アンダーソン・毛利・
友常法律事務所）にご協力いただいた。企業実
務家ヒアリングは，2018年度JIPA アジア戦略PJ
メンバーの協力を得，近年のASEAN諸国訪問代
表団派遣等をもとに，日本企業目線で認識され
た実態につき意見聴取を行った。

5．2　ASEAN-5全般及び各国の調査結果

専門家・企業実務家ヒアリングの結果を総合
し，ASEAN-5全般，及び各国における知財施
策の進展状況等の実態が，以下のように把握さ
れた。

（1）ASEAN-5全般
ASEANの知財情勢を理解する上で認識すべ
き主な背景として２点着目された。第一に，
ASEANは，東西冷戦を背景としたASEANの
成立経緯に鑑み，内政不干渉，コンセンサスに
よる意思決定，国家主権の尊重等を原則とし
（ASEAN憲章；EUとの主要相違点）43），国益追
求の緩やかな共同体である点，第二に，国際競
争力のある発明を創出できる内資の産業がまだ
十分に発展していない点である。実態において，
これらの背景は，前者の観点で，ASEAN知的
財産権行動計画も必達を課されている訳ではな
く，各国の取り組みに委ねられている状況，後
者の観点で，現地の知財に対する意識，知財の
優先度がまだ十分に高いとは言い難い状況に
各々反映されているとみられる。知財施策・知
財制度整備に関しては，政府上位層に知財への
理解があるものの，全般的に知財保護による恩
恵を認識されるまでに至っていない状況で，そ
れが取り組み意識の希薄性にも及んでいると見
受けられる。また，域内では積極的に協調をと
る体制とはいえず，データベース等の統一化が
謳われているが，言語の壁が障壁になっている
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ことも重要な課題である。
権利化関連課題に対しては，外国の審査結果

を参照して審査がなされている国が多いのが実
情で，制度，最新の技術内容の理解度がまだ成
熟していない点が，重要な一因となっていると
いえる。審査官増員，研修が推進されているが，
離職により定着しないという一面も発生してい
るようである。また，権利行使関連課題に対し
ては，模倣品に係る知財活用の取り組みが商標
から段階を踏んでなされている状況にあり，特
許係争の発生はまだ僅少で，経済成長が停滞気
味にある中で，特許権にまで十分に問題視され
るに至っていない現状においては，課題解決は
やはり長い目で見ざるを得ない。
こうした実態から，企業の知財実務において

権利化の意義が疑問視される場合もあり得る一
方で，権利化の判断には，ACFTA（ASEAN
中国自由貿易協定）や中国の一帯一路構想によ
る中国製品のASEAN諸国への更なる流入に対

し，権利を保有していなければ必要時に対抗で
きないという事態が推察されることを例に，現
地での競合者の動向を注視する必要性が求めら
れる。
また，企業目線からみた実情としては，現地

の優先事項は雇用の創出であり，知財への取り
組みはその先にあると実感された。知財の権利
化と権利行使は法体系が異なる部分もあるた
め，その連携もまだ容易でないとみられるが，
各国の権利化・権利行使関連機能において改善
の兆しは，少しずつながら確実に見られている。
その近年の顕著な変化の事例として，インドネ
シアでの税関差止開始（2018），タイでの専門
事案高等裁判所設置（2016），ベトナムでの
PPH申請受入件数倍増（2019）等が挙げられる。
なお，各国の世界における位置付けをビジネ

ス環境や国際競争力・技術革新力等の知財情勢
に係る各種指標に照らして見たところ，表４，
表５及び図４のとおり確認された。 

表４　ASEAN-5各国のビジネス環境 表５　ASEAN-5各国の国際競争力･技術革新力

図４　米国商工会議所グローバルイノベション政策センター（GIPC）国際知財指標49）の国間比較

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 70　No. 8　2020 1123

（2）インドネシア
大国主義的で独自路線を進む傾向が窺え，そ
れが年金未払督促等，独自規定の制定などにも
表れていると捉えられる。権利化に関しては，
スピードの観点で更に改善が望まれるが，現局
長のイニシアティブにより，バックログ解消を
重要課題と設定し，全てのバックログの処理を
目指して積極的に取り組まれており，2018年に
は7,000件の審査処理完了と示された。また，
技術分野ごとの審査基準の改定・整備や，課題
とされる包袋管理に対して新しいシステム構築
が進められるなど，審査促進に向けた方策の進
展がみられる。知財従事者に最新技術の理解が
求められる状況にあるが，DGIPでも理解の深
化の必要性を認識し，技術説明会等の開催希望
を示している。権利行使に関しては，執行力に
期待することは難しく，訴訟は，学説，先審拘
束力もなく，場当たり的な判断が見受けられて
いる。近年起訴された特許事件数は10数件／年
程度とのことである。

（3）マレーシア
IPハブ構想を早くから公言していたものの進
展がなく，今後の展開の見通しも不透明である。
マレー人優遇政策の影響下，MyIPOウェブサ
イトの第一言語もマレー語である。2020年に
MyIPOの庁舎を新しくする予定とのことで，
執務環境の改善が図られている。全般的に人的
リソースが少なく，人材面での課題が着目され
る。知財裁判所は設置されているが，特許事件
数は明らかではない。訴訟費用が高く，模倣品
等対策は行政措置を検討するのが一般的である。

（4）フィリピン
米国の影響の反映，治安面が特徴に挙がる。

2017年にASEANで２番目のISA/IPEA指定を
果たしたが，言語が英語である強みを生かして
PCT調査を請け負い，経験・収益面等の向上を

図っている模様である。出願件数がASEAN-5
の中でも少ない（表１）が，前述の治安等の問
題により，事業進出先として優先度が低くなっ
ていることの表れも一要因と窺える。

（5）タ　イ
特許法の2019年改正に向けての取り組みに，
軍事政権下で進展があった。国王の影響力が絶
大であるため，総選挙の結果が民政，軍政の何
れであっても政策にあまり影響がないともみら
れ，法改正の実現が期待される。自国の産業を
発展させたいとして，税制，技術移転条件の設
定等が政策に反映されている。権利化関連では，
審査官増員によるバックログ解消に注力し，審
査スピードの面では劇的な改善傾向にある。知
財専門の裁判所であるCIPITCが設置されてい
るが，運用実態はまだ十分ではなく，訴訟提起
は，一般的な特許権行使の手段にはなっていな
いといえる。表４にもあるが，クーデターの頻
繁な発生他，ビジネス環境の課題は見受けられ
るが，ASEAN-5の中では，日本からの進出企
業数が最多である（表１）。

（6）ベトナム
日本の支援もあり，知財施策に対して意欲的
で，統計整備・公表や判例公表等はその例であ
る。IP Viet Namは人的リソース不足で，国家
予算との関係もあって計画的ではないものの，
審査官増員の意向は示されているようである。
権利行使に関連して特徴的な点としては，
VIPRIの存在がある。現状では商標，意匠に関
する鑑定が中心で，特許についてはまだ実施例
に基づく判断になりがちとみられているが，企
業による技術説明会等の実施を希望しているな
ど，機能を発展させていきたいとの意向が示さ
れている。また，英語での対応が可能で，日本
の審査基準を参照しており，将来的に海外から
の利用件数の増加が見込まれている。なお，特
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許権に関する鑑定は，2009年から2017年10月ま
でに約150件，日本企業が関係する案件は，
2009年から2014年までに３件行われたとのこと
である50）。ベトナムもまた，裁判所は使いづら
い状況とみられている。

6 ．	考　　察

本章では，第4. 2節及び第5. 2節の調査結果を
踏まえ，日本企業におけるASEAN-5各国での特
許権の権利化・権利行使対応に向け，着眼点とし
て留意すべき現地状況等につき考察を行った。
ASEAN-5全般，及び各国について以下に示す。

（1）ASEAN-5全般
日本企業がASEAN-5で知財活動を行う上で
改めて認識したポイントは，前述の実態ではあ
るものの，現地に係る事業計画に照らし，特許
権の存続期間が20年間であることを踏まえて，
現地競合者の知財活動動向を把握し，必要な権
利を確保しておくことが望ましいという点であ
る。事業展開先の国については，その国の関連
法規制，施策及びそれらの動向と共に，現地事
業環境を俯瞰的に理解すること，また各国にお
いて，主要知財課題改善への取り組みにより少
しずつではあるものの変化しつつある状態にあ
ることに鑑みて，法規制の改正等の動きを継続
的にフォローしていくことが必要と考える。こ
の点は，JIPA等知財関連団体や国内及び現地
専門家との接点を通して継続的に，インプット，
つまりタイムリーな現地情報の入手，及びアウ
トプット，つまり主要知財課題解決への働きか
けの機会を積極的に活用した，知財当局等適所
への意見発信等の積み重ねの両側面からのアプ
ローチに努める姿勢が望まれるであろう。また，
最新技術の理解に対して意欲を示している知財
当局もあり，特許クレームの誤訳の問題以前に，
現地知財従事者の技術理解度は重要ポイントと
なるため，技術説明会の機会の活用等，現地へ

の技術理解を促す方策を前向きに検討すること
も一案である。
現地でまだ知財に対する意識・優先度が十分
に高くはないという現況においては，総合的な
ローファームよりも知財専門の事務所の方が熱
心に対応される傾向も窺われ，現地事務所の選
定もポイントになると考えられる。
また，現地でのイノベーションの促進，知財
活用・保護の奨励への取り組み，及びその進展
状況を理解することで，現地の知財に対する意
識改善・向上度の把握が可能とみられることか
ら，イノベーション創出環境の発展に目を向け
ることも，間接的ながら，現地での知財環境改
善の取り組みの進展状況を把握・理解する切り
口の一つになり得ると認識した。

（2）インドネシア
ASEAN諸国の中でも情報開示が比較的行わ
れている印象であるが，年次報告書・実績報告
書等は現地語での公表のみとなっており，一般
的には情報入手することが困難である（2013年
以前は実績報告書の発行はなかったが，英語併
記／表記の年次報告書が発行された年もある）。
DGIPのウェブサイトは，2018年10月より英語
でも表示されるようになったとのことで，現地
語発信情報を全面的に網羅されていないながら
も，改善点として注目できる。
バックログ解消への注力は，DGIPの特筆す
べき取り組みであると把握されたが，DGIPが
技術理解の意向を示されていることを受け，今
後は，審査のスピードや質の向上に向けて，企
業側が技術説明等積極的に関与していくことも
意義があると考えられる。
また，JICAプロジェクトの支援のもと，行
政及び司法の各面で知識向上等人材育成に取り
組まれており，今後の成果が期待される。
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（3）マレーシア
他の４ヶ国に比べ，年次報告書やウェブサイ
トでの具体的な情報開示が少なく，今後は，統
計データの充実化を含め，情報発信量の向上を
望みたい。

MyIPOで注力しているとみられた審査期間短
縮の取り組みについては，年間の特許登録件数
が増加傾向であることや，審査官数が，JICAよ
り2006年に出された「マレーシア 知的財産権人
材育成にかかるMyIPO行政能力向上プロジェク
ト 事前調査報告書」51）に42人，2017年にWIPO
より公表された「Country Report Intellectual 
Property Corporation of Malaysia」52）に78人と
あり，審査官数が約10年間で２倍近くに増員し
ていることから，特許処理件数の向上に対して
改善がなされていると考えられる。また，審査
官に対する勤務上のインセンティブの導入等も
なされているとの情報に触れ（2018年度JPO-
IPR研修），審査官のモチベーションの向上を
図った取り組みも行われていると考える。
一方，IPインフラの構築や権利行使に関する
取り組みについては，現段階ではあまり進展が
みられず，短期的に機能改善の実現は期待でき
ないとみられるが，特許の権利化は，被疑侵害
者への対抗手段として，PPH等の利用により早
期権利化を図ることが重要であると考える。

（4）フィリピン
“効率的で質の高い特許サービス”を標榜し，

2011年頃から審査官を増強し続けた結果，出願
件数の増加にも拘らず，審査期間の改善に成功
しているものと思われる。また，ISA／IPEAを
目指したことも，PCT規則第36規則53）に，ISA
／IPEAが満たしていなければならない最小限
の要件として，調査を行うために十分な技術的
資格を備えた常勤の従業者を百人以上有してい
なければならないことや，調査の目的のために
適正に整備された資料を利用し得るようにして

いなければならないことなどが規定されている
ことに照らし，人的・質的な拡充に大きく寄与
したものと推測される。
権利行使の観点では，模倣品の取締りに関し

NCIPRメンバー等と協力して知財保護と執行
を強化している他，ADR制度により仲裁と調
停のサービスをアジアでいち早く始めた知財当
局であり，積極的な姿勢を示しているといえる。
このように，ASEAN-5の中でも先んじた知財
環境の改善にも拘らず，先述のとおりASEAN-5
の中で出願件数が最も少なく（総件数及び日本
からの出願件数），その理由は定かではないが，
治安の悪さ等ビジネス環境の見劣りに依ると推
察される。とはいえ，ASEANでシンガポール
に続いてISA／IPEA指定国となったことを契
機に，まず特許権利化活動が活発になり，その
効果として権利行使が行いやすい環境が整うこ
とを期待したい。

（5）タ　イ
ASEAN諸国の中で特に審査が遅い国として
知られ，2017年時点の出願日から登録日までの
平均期間は９年から10年であった54）。これに関
し年次報告書では，審査促進への取り組みの一
環として行われている審査官教育につき，教育
拡充については触れていたが，審査官マニュア
ルやガイドライン作成についての具体的な計画
に係る情報開示は見出されなかった。将来的に
は，既に実行に移されている審査官の増員計画
と共に，審査の質向上やサービス改善が間接的
に進められていくものと予想される。
権利行使に関して特筆すべきは，CIPITCが
設置されている点である。また，法整備や知的
財産権の重要性についての啓発活動について
は，USTRスペシャル301条に基づくポジショ
ンが優先監視国から監視国に移行した（2018）
という点を強くアピールしている。但し，特許
権侵害に係る実績は，商標権・著作権と比較す
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るとごく僅かであるのが現状であり，今後は，
特許権行使についても情報の見える化などを通
じた活動促進に繋がっていくことを期待したい。
更に，タイでは，2019年３月に従来の軍事政

権から王党派による民政復帰が問われる総選挙
が行われた。前軍事政権下で特許法改正の準備
が進められた（新規性の世界公知公用基準の採
用，実体審査請求期間の変更等を改正点とする）
が，法改正につき，今後の政治動向と共に注目
していきたい。

（6）ベトナム
権利化に関しては，第4. 2節に述べたとおり，

ITシステムを中心として改善が見られる。し
かし，「IP Lib」では収録内容が書誌事項に限
られ，「Digi Pat」ではベトナム語での表示に
限られているのが現状である。PPHの件数増加
や審査官数の増員等，インフラと人材育成の両
面において今後の改善が期待される。
権利行使に関しては，最高裁判決や統計デー

タの公表が進んでいることからインフラ面での
改善が見られるものの，知財専門裁判所が設立
されていないことや，VIPRIの鑑定能力も更に
向上が望まれる状況等から，今後の改善が期待
される。なお，VIPRIは技術の理解に積極的な
ので，日本企業としては技術説明会で技術内容
を伝える等の取り組みが有用という意見もある。
また，2018年９月におけるIP Viet Namの組

織改編では，従来の三つの特許部門が一つの特
許審査センターに再編されている。これは，国
際的な規範に合わせると共に組織の効率化を図
ろうとするIP Viet Namの努力の反映であり，
今後審査の一貫性，効率性，迅速性が向上する
だろうと期待が高まっている。

7 ．	おわりに

本調査・研究は，企業がASEAN-5の知財活
動において抱える主要知財課題，つまり権利化

に長期間要すること，及び権利行使の実効性確
保の困難性について，その改善が停滞し，当該
課題が常態化している事態が強く懸念されるこ
とから，現地での取り組みの実情に対する疑問
に端を発し，知財当局が発信する知財施策に着
眼することとした。但し，その公表内容が主観
的であることを考慮し，主要知財課題改善に向
けた施策の進展の実情，及び現地内外での温度
差に関する適切な理解を狙いとして，本件専門
家・企業実務者が客観的に捉えた実態の聴取・
確認を行った。現地の実情は，課題が依然山積
し，運用実態に不透明な面が存在することも否
めない状況でありながらも，段階的に改善の兆
しが見えてきていることが確かであることは確
認できた。また，企業の事業活動においては，
特許権が20年間存続することを踏まえ，現地で
の競合者の出願状況等知財活動動向をウォッチ
しながら，中長期的な事業計画に鑑みて，現行
の法規制下で実施可能な対応を着実にとり，確
実な権利化を図ることに留意すべきことの重要
性が認識された。そのアクションに向けて，
ASEAN-5における知財情勢は，徐々にではあ
っても常に変動を続けていることを念頭に，そ
の動向を，長期的視点を持って，断続的ではな
く継続的に，可能な範囲で能動的にフォローし
ていく姿勢が求められると考えられる。
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